
ご存知ですか？
スマートフォン等でのマイナンバーカードオンライン申請

自動交付機サービス終了のお知らせ

上三川町高齢者保健福祉介護保険事業
運営協議会委員募集

　役場正面玄関ロビーに設置している自動交

付機は、令和３年７月末でサービスを終了す

る予定です。

　自動交付機対応の印鑑登録証（黒色ふくべ

細工のデザイン）はサービス終了後も住民課

窓口でご利用できます。

窓口時間外などに住民票を取得したい方は・・・
　役場窓口開庁時間外に住民票、印鑑登録証明書を取得したい方は、マイナンバーカードを利用した
コンビニ交付をご活用ください。
　なお、マイナンバーカードを印鑑登録証としてお使いいただく場合は、事前に住民課窓口にて印鑑
登録証の移行手続きが必要となりますのでご注意ください。　

自動交付機サービス
終了後は住民課窓口
のみで利用可能

旧カードも引き続き
住民課窓口で利用可能

　町では高齢者における保健、福祉及び介護保険事業の適正な運営を図るため、「上三川町高齢者保健福
祉介護保険事業運営協議会」を設置しています。
　この協議会は、被保険者や医療、保健・福祉関係者等で構成していますが、介護経験者又は介護保険被
保険者の方からもご意見をいただくため、協議会委員を下記のとおり募集します。

▼募集人員＝１名

▼応募期間＝２月１２日(金)～３月１２日(金)

▼資格条件＝４０歳以上の介護経験者又は介護保険被保険者

▼報酬＝６，７００円／回

▼任期＝３年(委嘱日～令和６年３月３１日)

▼職務内容＝年２、３回程度開催する高齢者における保健、福祉及び介護保険事業に関する会議に出席  
　　　　　　し、内容について協議していただきます。

▼申込締切＝３月１２日(金)

▼問い合わせ先＝健康福祉課　高齢者支援係　☎　 ９１０２56 ▼問い合わせ先＝住民課　総合窓口係　☎　 ９１２５56

▼問い合わせ先＝住民課　総合窓口係　☎　 ９１２５56
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①申請書のＱＲコードを読み取る

②画面に従い、メールアドレスの登録

③確認メールから、スマートフォンで撮影した写真を

　アップロード

④申請内容を確認し、申請完了！

申請完了後は・・・・・
　１か月から１か月半後に、マイナンバーカードが
できたご案内のハガキがご自宅に届きます。
　裏面に書いてある必要なものをお持ちいただきご
本人が役場住民課にてお受け取りください。
　窓口業務時間にお越しになれない方は、毎月１回、
日曜日にマイナンバーカードに関する申請を受け付
けています。
　詳細については、２６ページをご覧ください。

　令和３年１月１日から３月３１日までの期間中に、マイナンバーカードを申請されてない方に対し、

国からＱＲコードが記載された申請書が再度送付されます。スマートフォン等で簡単に申請できます

ので、ぜひご利用ください。

　なお、申請書が現在の氏、住所と異なる場合や、申請書がお手元にない方は役場窓口で申請書を受

け取れます。

オンライン申請は簡単４ステップ！

ここのＱＲコードを読み取り
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。
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　役場窓口開庁時間外に住民票、印鑑登録証明書を取得したい方は、マイナンバーカードを利用した
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　町では高齢者における保健、福祉及び介護保険事業の適正な運営を図るため、「上三川町高齢者保健福
祉介護保険事業運営協議会」を設置しています。
　この協議会は、被保険者や医療、保健・福祉関係者等で構成していますが、介護経験者又は介護保険被
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▼募集人員＝１名
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①申請書のＱＲコードを読み取る

②画面に従い、メールアドレスの登録

③確認メールから、スマートフォンで撮影した写真を

　アップロード

④申請内容を確認し、申請完了！

申請完了後は・・・・・
　１か月から１か月半後に、マイナンバーカードが
できたご案内のハガキがご自宅に届きます。
　裏面に書いてある必要なものをお持ちいただきご
本人が役場住民課にてお受け取りください。
　窓口業務時間にお越しになれない方は、毎月１回、
日曜日にマイナンバーカードに関する申請を受け付
けています。
　詳細については、２６ページをご覧ください。

　令和３年１月１日から３月３１日までの期間中に、マイナンバーカードを申請されてない方に対し、

国からＱＲコードが記載された申請書が再度送付されます。スマートフォン等で簡単に申請できます

ので、ぜひご利用ください。

　なお、申請書が現在の氏、住所と異なる場合や、申請書がお手元にない方は役場窓口で申請書を受

け取れます。

オンライン申請は簡単４ステップ！

ここのＱＲコードを読み取り
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新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


